
全日電工連認定

せいかつ総合保険制度のご案内
正式名称：団体総合生活保険

2026年度

～日常の万一に備える保険～

保険期間 2026年4月1日午後4時から2027年4月1日午後4時まで1年間
保険料払込方法 年一括払（口座引落）2026年6月29日にご指定の口座より引き落とします。
自動更新について 本契約は自動更新です。現在ご加入中の方につきましては、募集期間終了（各工組から別途案内のある締切日）までに

ご加入者の方におけるweb手続きもしくは特段のお申し出または保険会社からの連絡がない限り、当団体は、今年度の
募集パンフレット等に記載の改定後の保険料・補償内容にて、保険会社に保険契約を申し込みます。
なお今回更新いただく内容に一部改定があります｡補償内容･保険料等の主な改定点はP24をご確認ください｡

引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社
全日本電気工事業工業組合連合会

1年間あたり 1,700円
●保険料は基本補償（Bタイプ）で

1年間あたり 3,800円
●保険料は弁護士費用等特約付（Ａタイプ）で

●偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を
被った場合に、国内「無制限」、国外「1億円」を限度でお支払いします。
●役員・正規従業員の方（ご本人様）の加入で、ご家族までカバーできます。

個人賠償責任補償

●万一の病気やケガにより働けなくなった場合に、1口あたり「10万円/月」
補償されます。

所得補償
1年間あたり21,710円
●保険料は4０歳（基本級別１級/１口）の方で

●所定の要介護状態の場合、一時金で「300万円」補償されます。
●「要介護２」以上から補償の対象です。

介護補償
1年間あたり 3,350円
●保険料は5０歳の方で

●がんと診断確定された場合、一時金で「100万円」補償されます。
●再発や転移でも補償の対象です。

がん補償
1年間あたり10,170円
●保険料は4０歳の方で

ムダなく
必要な補償だけを
選べます
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全日本電気工事業工業組合連合会 組合員の皆様へ




